
第

二

千

六

百

七

十

二

号

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

五
五
七
ペ
ー
ジ

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

五
五
九

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(

同

)

五
五
九

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

五
五
九

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
五
九

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

五
六
〇

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

(
同

)

五
六
〇

正

誤

○
岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
中
訂
正

(

人

事

課)

五
六
一

○
道
路
の
区
域
変
更
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)
五
六
一

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

担
当
科
目

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

脳
神
経
外
科�
木

俊
範

岐
阜
県
立
下
呂
温

泉
病
院

下
呂
市
森
二
二
一
一

平
成��･�･��

整
形
外
科

佐
藤

央

東
濃
厚
生
病
院

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
―
一

同

内

科

若
山

孝
英

西
美
濃
厚
生
病
院

養
老
郡
養
老
町
押
越
九
八

六

同

外

科

小
島

則
昭

大
垣
徳
州
会
病
院

大
垣
市
林
町
六
―
八
五
―

一

同

耳
鼻
咽
喉
科

野
々
田
岳
夫

の
の
だ
ク
リ
ニ
ッ

ク
耳
鼻
咽
喉
科

郡
上
市
八
幡
町
中
坪
二
―

五
―
一

同

内

科

佐
久
間

勉

大
垣
病
院

大
垣
市
中
野
町
一
―
三
〇

七

同

整
形
外
科

加
納

正
雄

タ
ジ
ミ
第
一
病
院

多
治
見
市
小
名
田
町
西
ケ

洞
一
―
六
四
八

同

心
臓
血
管
外

科

八
神

啓

岐
阜
県
立
多
治
見

病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一

六
一

同
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翌
日)

平
成
二
十
七
年
八
月
十
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内

科

市
川

伸
也

市
立
恵
那
病
院

恵
那
市
大
井
町
二
七
二
五

同

同

市
川

京
子

同

同

同

同

武
藤
佐
弥
香

大
垣
徳
州
会
病
院

大
垣
市
林
町
六
―
八
五
―

一

同

同

西
脇
健
太
郎

谷
汲
中
央
診
療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名

礼
二
四
六
―
七

同

同

後
藤

忍

羽
島
市
民
病
院

羽
島
市
新
生
町
三
―
二
四

六

同

消
化
器
内
科

中
島

賢
憲

同

同

同

同

永
野

淳
二

同

同

同

内

科

横
田

修
一

揖
斐
川
町
久
瀬
診

療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津
汲

九
七
四
―
一

同

同

菅
波

祐
太

同

同

同

同

土
川

聡

土
岐
市
立
総
合
病

院

土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口

七
〇
三
―
二
四

同

同

三
竹

愛
子

同

同

同

同

赤
嶺

直
樹

大
垣
徳
州
会
病
院

大
垣
市
林
町
六
―
八
五
―

一

同

外

科

鳥
居

康
二

総
合
病
院
中
津
川

市
民
病
院

中
津
川
市
駒
場
一
五
二
二

―
一

同

同

三
輪

高
嗣

同

同

同

同

高
山

祐
一

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
―
八
六

同

整
形
外
科

岩
田

崇
裕

高
山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
―
一
一

同

内

科

畑
佐

匡
紀

同

同

同

外

科

沖

一
匡

同

同

同

内

科

福
野

賢
二

同

同

同

外

科

山
田

幸
治

名
和
病
院

大
垣
市
藤
江
町
六
―
五
〇

同

神
経
内
科

濱

哲
夫

東
海
中
央
病
院

各
務
原
市
蘇
原
東
島
町
四

―
六
―
二

同

小

児

科

上
野
た
ま
き

同

同

同

外

科

堀
田

佳
宏

同

同

同

循
環
器
内
科

松
尾

一
宏

同

同

同

腎
臓
内
科

河
島

聖
仁

同

同

同

内

科

山
下

和
也

新
生
病
院

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五

五
一
―
一

同

泌
尿
器
科

小
島
圭
太
郎

高
山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
―
一
一

同

内

科

加
藤

大
貴

多
治
見
市
民
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
―
四

三

同

整
形
外
科

田
中

歩

同

同

同

外

科

長
縄

康
浩

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
総

合
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町

六
―
五
〇

同

整
形
外
科

佐
々

誠

東
可
児
病
院

可
児
市
広
見
一
五
二
〇

同

外

科

廣
川

高
久

松
波
総
合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
―
一

同

形
成
外
科

柴

將
人

同

同

同

内

科

傍
島

卓
也

同

同

同

循
環
器
内
科

橋
本

恭
成

同

同

同

同

伊
藤

竜
太

同

同

同

内

科

豊
田

剛

同

同

同

同

丹
羽

崇

同

同

同

同

矢
島

隆
宏

同

同

同

外

科

杉
本

浩
志

同

同

同

内

科

服
部

恭
子

愛
生
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
九

七
一

同

同

小
田

和
正

小
田
内
科

羽
島
市
足
近
町
一
―
四
一

―
一

同

泌
尿
器
科

岡

裕
也

揖
斐
川
町
春
日
診

療
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日
六

合
三
四
二
〇

同

整
形
外
科

仲
村

智

木
沢
記
念
病
院

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
五
九
〇

同
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訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

き
り
ん

公
益
社
団
法
人
岐
阜
病
院

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

は
な 名

称

第
一
薬
局
今
渡
店

ピ
ノ
キ
オ
薬
局
美
濃
加
茂

店
名

称

高
山
市
大
新
町
四
丁
目
一
七
五
番
地

岐
阜
市
日
野
東
三
丁
目
一
三
番
六
号

所

在

地

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
四
の
三

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
五
四
七

所

在

地

同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 指

定

年
月
日

益
田
北
東
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

シ
ン
エ
イ
調
剤
薬
局

き
き
ょ
う
薬
局

名

称

下

呂

市

役

所

縦

覧

場

所

土
岐
市
泉
神
栄
町
四
丁
目
八
番
三
号

多
治
見
市
前
畑
町
二
の
三
〇

所

在

地

平
成
二
七
・

八
・
一
一
か
ら

同

・

九
・

八
ま
で

縦

覧

期

間

同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 変

更

年
月
日

リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
科

山
岸

宏
江

同

同

同

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

(

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
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下
呂
市
立
金
山

病
院 名

称

下
呂
市
金
山
町
金
山

九
七
三
―
六

所

在

地

泌
尿
器
科

(

人
口
透
析)

自
立
支
援
医

療
を
担
当
す

る
診
療
科
名

腎
臓

担
当
し
よ
う

と
す
る
医
療

の
種
類

更
生

自
立
支

援
医
療

の
種
類

平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ハ
ー
ブ

訪
問
看
護
リ
ハ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
お
ひ
さ
ま

名

称

阪
神
調
剤
薬
局
多
治
見
店

い
ち
ご
薬
局

ラ
イ
ン
調
剤
薬
局
高
屋
店

ト
ー
カ
イ
薬
局
多
治
見
ク

リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
店

ア
イ
ン
薬
局
那
加
店

ピ
ノ
キ
オ
薬
局
美
濃
加
茂

店 ス
ミ
薬
局

真
央
莉
薬
局
花
岡
店

杉
山
薬
局
瑞
穂
店

な
ご
み
薬
局

名

称

大
垣
市
新
田
町
二
―
二
四
―
一

中
津
川
市
千
旦
林
二
一
二

所

在

地

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一
〇
八
―
五
―

一
〇
一

大
垣
市
友
江
二
―
一
二
八

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
伊
勢
田
二
―
一

〇
七
―
二

多
治
見
市
本
町
三
―
一
〇
一
―
一
ク

リ
ス
タ
ル
プ
ラ
ザ
多
治
見
三
Ｆ

各
務
原
市
那
加
西
市
場
町
七
―
二
八

八
―
三

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井
五
四
七

下
呂
市
小
坂
町
大
字
小
坂
町
七
八
九

高
山
市
花
岡
町
一
―
六
―
二

瑞
穂
市
稲
里
六
九
〇
―
八

飛
騨
市
神
岡
町
東
町
五
一
二
―
一

所

在

地

更
生

育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 同 同 同 同 同 同 同 同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同 同 同 同 同 同 同 同 同 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
山
県
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

山
県
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

数
値
地
形
図
修
正)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

山
県
市

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

病
院
・
診
療
所)

(

薬
局)

(

訪
問
看
護
事
業
者
等)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
届
出

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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支
援
に
関
す
る
こ

都
市
公
園
施
設
の
災
害
対
策
及
び
支
援
に
関
す
る

と
。 シ

ン
エ
イ
調
剤
薬
局

き
き
ょ
う
薬
局

名

称

土
岐
市
泉
神
栄
町
四
―
八
―
三

多
治
見
市
前
畑
町
二
―
三
〇

所

在

地

都
市
公
園
施
設
の
災
害
対
策
及
び

と
。

同 育
成
・
更
生

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 変

更

年
月
日１

こ

平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

育
成
医
療
・
更
生
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
第
二
千
五
百
九
十
四
号

岐
阜
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す

｢

る
規
則(

岐
阜
県
規
則
第
九
十
三
号)

六
七
一
頁
上
段
前
か
ら
十
四
行
目
及
び
十
五
行
目
中

｢

は
、

｣

の
誤
り
。

｣

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日
第
二
千
六
百
六
十
七
号

道
路
の
区
域
変
更(

岐
阜
県
告
示
第
四
百

二
十
六
号)

五
一
五
頁
上
段
後
か
ら
一
行
目
中｢

一
地｣

は
、｢

一｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
七
年
八
月
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


